
埼玉県狭山市 

公表日：令和８年３月１日 

 

階段と廊下を兼ねる場合の取扱い 
法第３５条、令第１１９条 

 

【内 容】 

 令第 119 条の規定が適用される建築物において、階段と廊下を兼ねる場合における廊下の

幅は、下図のとおり取扱う。 

 

 

 

 

 

 

a：令第 119 条(廊下の幅)及び令第 23 条(階段及び踊場の幅)の規定を適用 

b：令第 119 条(廊下の幅)の規定を適用 

 

b：令第 119 条(廊下の幅)の規定を適用 

c：令第 23条(階段及び踊場の幅)の規定を適用 
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